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1．調査の概要 

1.1調査目的 

東日本大震災においては、多数の被災者が長期にわたる避難所生活を余儀なくされる状況の
中、被災者の心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化が見られたこと、多くの高齢者、障
害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）が避難所のハード面の
問題や他の避難者との関係等から自宅での生活を余儀なくされることも少なくなかったことな
どが課題となった。 
これらの課題を踏まえ、平成２５年６月に災害対策基本法を一部改正し、災害対策基本法８
６条の６に避難所における生活環境の整備等に関する努力義務規定を設け、また４９条の７に
基づき指摘される指定避難所のうち、災害対策基本法施行令第２０条の６第１項第５号にいわ
ゆる「福祉避難所」の指定基準を設けた。 
以上のような状況を踏まえ、本調査は上記における福祉避難所に該当する福祉施設等を対象
に、今後、全国の福祉避難所運営等の取組を推進していくために、防災対策の実態調査を実施
したものである。 
 
1.2福祉避難所の定義 

本調査における福祉避難所の定義は以下のとおりとした。 
指定避難所のうち、災害対策基本法施行令第２０条の６第５号の「福祉避難所」の指定基
準にも該当する避難所（都道府県知事への指定の通知と公示まで完了していないものも含
む）。 

 
1.3調査対象 

上記の定義に該当する福祉避難所の有無を内閣府から自治体に照会し、都道府県を通じて回
答のあった全国 7,647 施設※１の中から以下の方法により施設管理者あるいは法人団体の防災
担当者に調査を依頼した。 
 
1.4調査方法と調査項目 

（1）調査方法 
郵送による調査：2,000 施設を対象 

（2）調査項目 
調査項目は以下に示したとおりである（郵送による調査で用いた調査票は本報告書の参考資
料として示した）。 
①フェース調査 
②平常時における対応 
③発災後における対応 

 
1.5調査期間 

・アンケート調査：平成 27年 1月 16 日～平成 27年 1月 30 日 
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1.6結果の整理 

本調査は原則として福祉避難所の施設管理者（2,000 施設）を対象に実施し、計 1,251 施設
からの回答を得た（回収率は 63％）。また、以降での調査結果は単純集計のほか、クロス集計
として、人口規模別※1、南海トラフ地震防災対策推進地域※２内外の別、首都直下地震緊急対策
区域※３内外の別によるクロス集計を実施した※４。 
※１人口規模の分類（要件） 
  ・大都市：東京都区部、政令指定都市 
  ・中都市①：人口 30万人以上の都市 
  ・中都市②：人口 30万人未満 10万人以上の都市 
  ・小都市：人口 10万人未満の市 
  ・町村：町、村 
※２南海トラフ地震防災対策推進地域の指定基準（概要） 
  ・震度 6弱以上の地域 
  ・津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域 
  ・防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮 
※３首都直下地震緊急対策区域の指定基準（概要） 
  ・震度６弱以上の地域 
  ・津波高３ｍ以上で海岸堤防が低い地域 
  ・防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮 
※４あくまでも自治体への照会により回答のあった施設を対象に調査を実施 
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2．集計結果の概要 

2.1 福祉避難所の施設分類 

 
・回答のあった 1,251 施設のうち、施設の分類で最も多かったのが「高齢者施設」であり、
769 施設であった。次いで、「障害者施設（223 施設）」、「その他社会福祉施設（86施
設）」の順であった。児童福祉施設は 38施設であった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２．1 施設分類（ｎ＝1,251） 
 

2.2 平常時における対応 

（1）福祉避難所としての整備状況等（Ｑ１） 
ア．災害時に予定している避難者の受入れ規模（現在の入所者を含めた人数）（Q1－①） 
・災害時に予定している避難者の受入れ規模で最も多かったのが「１～40人」であり、
473 施設であった。次いで、「81～160 人（334 施設）」、「41～80 人（272 施設）」の
順であった。

 
 
 
 
 
 

図 ２．2 災害時に予定している避難者の受入れ規模（n=1,251） 
 

 

 図２．２ 災害時に予定している避難者の受入れ規模（ｎ＝1,251） 
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イ．要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（Ｑ1－②） 
・災害時に要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数で最も多かったのが「生活相談
員を配置することとしているが１人に満たない」であり、392 施設であった。次いで「配
置することとしていない（254 施設）」、「1人以上２人未満の生活相談員を配置するこ
ととしている（234 施設）」の順であった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２．3 要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（n=1,251） 
 
ウ．福祉避難所として利用するスペース（Ｑ１－③） 
・福祉避難所として利用するスペースで最も多かったのが「共有スペース」であり、679
施設であった。次いで「会議室（401 施設）」、「食堂（324 施設）」の順であった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 ２．4 福祉避難所として利用するスペース（n=1,251） 
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エ．災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容（Ｑ１－④） 
・災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容で最も多かったのが「物
資・器材の提供に関する協定」であり、600施設であった。次いで「費用に関する協定
（567 施設）」であり、「避難生活支援のための専門的人材の確保に関する協定」は 333
施設であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 ２．5 災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容（n=1,251） 

 
オ．要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段（Ｑ１－⑤） 
・要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段として最も多かったのが「掲示板」であ
り、692 施設であった。次いで「手書き文字（436 施設）」、「わかりやすい短い言葉、
文字、絵や写真の掲示（373 施設）」の順であった。また、「いずれの伝達手段も用意し
ていない」は 223 施設であった。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２．6 要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段（n=1,251） 
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表 ２．1 平常時における対応 
調査項目 回答項目 施設数 割合 参照先

①災害時に予定している
避難者の受入れ規模 
（n=1,251） 

1～40 人 473 施設  

P12 
41～80 人 272 施設  
81～160 人 334 施設  
161～220 人 48 施設  
221 人以上 49施設  

②要配慮者10人あたりの
生活相談員の配置人数 
（n=1,251）  

２人以上 120 施設 10％ 

P12 

１人以上２人未満 234 施設 19％ 
１人に満たない 392 施設 31％ 
配置することとしていない 
理由：現行職員が可能な範囲
で対応する、人員不足、自治
体との協定において特段の
記載がない等

254 施設 20％ 

③福祉避難所として利用
するスペース 
（n=1,251） 

共有スペース（待合室等） 979 施設  

P16 
会議室 401 施設  
食堂 324 施設  
更衣室、休憩室 120 施設  
個室 154 施設  

④災害時の施設利用に関
する自治体との協定内
容 
（n=1,251） 

費用に関する協定 567 施設  

P17 

物資・器材の提供に関する協
定 

600 施設  

避難生活支援のための専門
的人材の確保に関する協定

333 施設  

緊急入所に関する協定（福祉
避難所指定施設以外）

139 施設  

特に締結していない 292 施設  
⑤要配慮者への情報提供
手段 
（n=1,251） 

掲示板 692 施設  

P18 

手話通訳 45施設  
要約筆記 104 施設  
点字 16 施設  
指点字 2施設  
音声 332 施設  
手書き文字 436 施設  
わかりやすい短い言葉、文
字、絵や写真の提示

373 施設  

いずれの伝達手段も用意し
ていない 
理由：未検討・未着手、検討
中、状況に応じて柔軟に対応
する等

223 施設  
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2.3 発災後における対応 

（1）施設の受入れ対象者等 
ア．福祉避難所設置時に受入れる対象（Ｑ２） 
・福祉避難所設置時に受入れる対象として最も多かったのが「（要配慮者以外に）要配慮
者の家族、付き添い」であり、838 施設であった。次いで「要配慮者のみ（698 施設）」、
「（要配慮者以外に）近隣住民等でやむを得ず避難してきた一般の避難者（505施設）」
の順であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２．7 福祉避難所設置時に受入れる対象（n=1,251） 
 
イ．災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成（Ｑ２－②） 
・災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成について最も多か
ったのが「今後作成予定」であり、507 施設であった。次いで「作成している（454施
設）」であり、「作成していない（今後も予定なし）」は 188 施設であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 ２．8 災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成（n=1,251） 
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表 ２．2 発災後における対応 
調査項目 回答項目 施設数 割合 参照先

①受入れる対象 
（n=1,251） 

要配慮者のみ 698 施設  

P20 

要配慮者の家族、付
き添い（介護等の支
援を行う者）

838 施設  

近隣住民等でやむを
得ず避難してきた一
般の避難者（健常者）

505 施設  

②職員向けマニュアル等の作成状
況 
（n=1,251） 

作成している 454 施設 36％ 

P21 
今後作成予定 507 施設 40％ 
作成していない（今
後も予定なし）

188 施設 15％ 

 

（参考）避難所数 
・指定避難所数（平成 26年 10 月１日現在）は、全国で合計 48,014 施設（944自治体）と
なっており、そのうち福祉避難所数は 7,647 施設（791自治体）となっている。 

表 ２．3 避難所数・福祉避難所数（全国）※ 
調査項目 回答項目 施設数 自治体数

避難所・福祉避難所の指定 避難所 48,014 施設 944
うち福祉避難所 ７,647 施設 791

  （※）平成 26年 10月 1日現在の施設数。以降も市区町村において避難所・福祉避難所の指
定手続きを継続中であり、指定施設数が今後更に増えると見込まれる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２．9 避難所の指定状況（n=1,741）  図 ２．10 福祉避難所の指定状況（n=1,741） 
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3．集計結果 

3.1フェース調査（基本事項） 

（1）施設の所在地  
ア．施設の所在地についてお伺いします。（Ｆ１） 
①単純集計 
回答のあった施設の所在地（人口規模）で最も多かったのが「小都市」であり、435 自
治体であった。次いで、「中都市②（234 自治体）」、「町、村（203 自治体）」の順であっ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．1 施設の所在地（n=1,251） 
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②クロス集計 
「施設の所在地（Ｆ１）」に関して、「南海トラフ巨大地震防災対策推進地域内外」を分
析軸としてクロス集計を行った。推進地域外では、小都市が約 31％と最も多く、次いで中
都市②の約 22％、町、村の約 20%となっている。推進地域内では、小都市が約 38%と最
も多く、次いで、中都市①の約 21％、中都市②の約 16％という結果になった。 
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大都市 中都市① 中都市② 小都市 町、村 無回答
 

図 ３．2 施設の所在地（南海トラフ地震防災対策推進地域内外の別） 
 
 

同様に、「首都直下地震緊急対策区域内外」を分析軸としてクロス集計を行った。対策区
域外では、小都市が約 40%と最も多く、次いで、町、村の約 19％、中都市①の 16％とな
っている。対策区域内では、大都市が約 36％と最も多く、次いで、中都市②の 37%、小
都市の約 15％となっており、対策区域外に比べ、人口規模の大きい都心の割合が高くなっ
ている。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策区域外[n=1013]

対策区域内[n=238]

F1 人口規模×首都直下地震緊急対策区域内外

大都市 中都市① 中都市② 小都市 町、村 無回答
 

図 ３．3 施設の所在地（首都直下地震緊急対策区域内外の別） 
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イ．施設分類についてお伺いします。（Ｆ２） 
①単純集計 
回答のあった 1,251 施設のうち、施設の分類で最も多かったのが「高齢者施設」であり、

769 施設であった。次いで、「障害者施設（223 施設）」、「その他社会福祉施設（86施設）」
の順であった。児童福祉施設は 38施設であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．4 施設分類（n=1,251） 
 
その他主な回答として、「保健福祉センター」、「病院」、「公共施設」があった。中には、
「大学」、「病院」という回答があった。 

 
 

高齢者施設
769
61%

障害者施設
223
18%

児童福祉施設
38
3%

その他社会

福祉施設
86
7%

特別支援学校
18
1%

小中学校・高校
6

1%

公民館
22
2%

公的宿泊施設
2

0%

その他
66
5%

無回答
21
2%
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3.2平常時における対応 
（1）福祉避難所としての整備状況等（Ｑ１） 
ア．災害時に予定している避難者の受入れ規模（現在の入所者を含めた人数）（Q1－①） 
①単純集計 
災害時に予定している避難者の受入れ規模で最も多かったのが「１～40人」であり、473
施設であった。次いで、「81～160 人（334 施設）」、「41～80 人（272 施設）」の順であ
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．5 災害時に予定している避難者の受入れ規模（n=1,251） 
 
イ．要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（Ｑ1－②） 
①単純集計 
災害時に要配慮者 10 人あたりに配置する生活相談員数で最も多かったのが「生活相談
員を配置することとしているが１人に満たない」であり、392 施設であった。次いで「配
置することとしていない（254 施設）」、「1人以上２人未満の生活相談員を配置することと
している（234 施設）」の順であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．6 要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「具体的な人数を定めていない」、「具体的な人数の検討に至って
いない」、「受入れ状況に応じて自治体と協議することになっている」があった。 
中には、「自治体が配置することになっている」という回答があった。 

２人以上の生活相

談職員を配置する

こととしている
120
10%

１人以上２人未満の

生活相談職員を配

置することとしている
234
19%

生活相談職員を配置すること

としているが１人に満たない
392
31%

配置すること

としていない
254
20%

その他
209
17%

無回答
42
3%

473

272

334

48 49
75

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

1～40人 41～80人 81～160人 161～220人 221人以上 無回答

※災害救助法では、福祉

避難所について、概ね 10

人の要配慮者に 1 人の相

談等に当たる介助員等の

配置の費用を加算できる

こととしている。 
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＜生活相談員を配置することとしていない理由（Ｑ1－②）＞ 
a.生活相談員を配置することとしていない理由を有するものの中には、「自治体が職員を確保
する（18件）」、「状況に応じて柔軟に対応する（６件）」という回答があった。 
b.生活相談員の配置に向けて準備を進めているものの中には、「検討中（9件）」、「協議・調整
中（５件）」という回答があった。 
c.生活相談員の配置に向けて準備をしていないものの中には、「現行職員が可能な範囲で対応
する（39件）」、「人員不足（23件）」、「自治体との協定において特段の記載がない（22件）」
などの回答があった。 

 
表 3．1 生活相談員を配置することとしていない理由 

生活相談員を配置していない
回答例 

大分類 中分類 件数
a. 配置していない理由
を有する 
（24 件） 

①自治体が職員を確保
する 

18 件 ・行政職員やボランティアの配置をお
願いしている。 

②状況に応じて柔軟に
対応する 

6 件 ・生活相談員の配置については、災害
の状況に応じて対応する。 

b.準備を進めている 
  （14 件） 

③検討中 9 件 ・配置について検討中である。 
④協議・調整中 5件 ・自治体と協議中である。 

c.準備をしていない 
    (105 件) 

⑤現行職員が可能な範
囲で対応する 

39 件 ・通常の職員配置で協力して対応する
・現行職員と、協定している自治体か
らの応援スタッフで対応する。

 ⑥人員不足 23 件 ・職員数が少ない。 
 
 

⑦自治体との協定にお
いて特段の記載がな
い 

22 件 ・協定上求められていない。 
・自治体との協定には生活相談員につ
いて明示されていない。 

 ⑧未検討 15 件 ・検討段階に至っていない。 
・特に決めていない。 

 ⑨必要性を感じていな
い 

6 件 ・家族と一緒の避難を原則としている。

生活相談職員を配置することとしていない理由
について未回答等 

111 件
－ 
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②クロス集計 
「要配慮者 10 人あたりに配置する生活相談員数（Q1―②）」に関して、「南海トラフ巨

大地震の推進地域内外」を分析軸としてクロス集計を行った。災害時における要配慮者 10
人あたりの生活相談職員の配置予定人数の割合は、推進地域内と推進地域外でほとんど差
が見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．7 要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（南海トラフ地震防災対策推進地域内
外の別） 

 
 

同様に、「首都直下地震緊急対策区域内外」を分析軸としてクロス集計を行った。災害時
における要配慮者 10 人あたりの生活相談職員の配置予定人数の割合は、対策区域内に比
べ、対策区域外のほうが高い結果となった。 

103(10.3%)

14(5.9%)

193(19.4%)

39(16.4%)

315(31.6%)

70(29.4%)

201(20.2%)

50(21%)

153(15.4%)

55(23.1%)

31(3.1%)

10(4.2%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策区域外[n=996]

対策区域内[n=238]

Q1-② 災害時における要配慮者10人あたりの生活相談職員の配置予定✕首都直下

地震緊急対策区域内外

2人以上の生活相談職員を配置することとしている

1人以上2人未満の生活相談職員を配置することとしている

生活相談職員を配置することとしているが1人に満たない

配置することとしていない

その他

無回答
 

図 ３．8 要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（首都直下地震緊急対策区域内外の別） 

60(9.6%)

57(9.3%)

121(19.4%)

111(18.2%)

186(29.8%)

199(32.6%)

128(20.5%)

123(20.2%)

112(17.9%)

96(15.7%)

17(2.7%)

24(3.9%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

推進地域外[n=624]

推進地域内[n=610]

Q1-② 災害時における要配慮者10人あたりの生活相談職員の配置予定✕南海トラ

フ防災対策推進地域内外

2人以上の生活相談職員を配置することとしている

1人以上2人未満の生活相談職員を配置することとしている

生活相談職員を配置することとしているが1人に満たない

配置することとしていない

その他

無回答
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また、「要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（Q1―②）」に関して、「人口規模」
を分析軸としてクロス集計を行った。要配慮者 10 人あたりに配置する生活相談員数の割
合は、中都市がもっとも多く、次いで小都市、中都市②という結果になった。 

12(6.6%)

15(8.3%)

25(10.7%)

46(10.6%)

19(9.4%)

29(15.9%)

39(21.7%)

41(17.5%)

87(20%)

36(17.7%)

62(34.1%)

67(37.2%)

65(27.8%)

138(31.7%)

53(26.1%)

38(20.9%)

32(17.8%)

44(18.8%)

87(20%)

50(24.6%)

39(21.4%)

23(12.8%)

46(19.7%)

63(14.5%)

37(18.2%)

2(1.1%)

4(2.2%)

13(5.6%)

14(3.2%)

8(3.9%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市[n=182]

中都市①[n=180]

中都市②[n=234]

小都市[n=435]

町村[n=203]

Q1-② 災害時における要配慮者10人あたりの生活相談職員の配置予定✕人口区分

2人以上の生活相談職員を配置することとしている

1人以上2人未満の生活相談職員を配置することとしている

生活相談職員を配置することとしているが1人に満たない

配置することとしていない

その他

無回答
 

図 ３．9 要配慮者 10人あたりに配置する生活相談員数（人口規模の別） 
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ウ．福祉避難所として利用するスペース（Ｑ１－③） 
①単純集計 
福祉避難所として利用するスペースで最も多かったのが「共有スペース」であり、679
施設であった。次いで「会議室（401 施設）」、「食堂（324 施設）」の順であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．10 福祉避難所として利用するスペース（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「デイサービス用スペース」、「訓練室」、「作業室」があった。 
中には、「避難者と施設利用者が顔見知りの場合には施設利用者の同意を得て利用者の部

屋を利用」、「職員寮の空き部屋」との回答があった。 
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エ．災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容（Ｑ１－④） 
①単純集計 
災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容で最も多かったのが「物
資・器材の提供に関する協定」であり、600 施設であった。次いで「費用に関する協定（567
施設）」であり、「避難生活支援のための専門的人材の確保に関する協定」は 333施設であ
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 ３．11 災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「要配慮者の移送」、「受入期間」があった。 
中には、「防災資機材の購入補助」、「備蓄の共有を目的とした防災倉庫の鍵の共有」との

回答があった。 
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オ．要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段（Ｑ１－⑤） 
①単純集計 
要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段として最も多かったのが「掲示板」であ
り、692 施設であった。次いで「手書き文字（436 施設）」、「わかりやすい短い言葉、文
字、絵や写真の掲示（373 施設）」の順であった。また、「いずれの伝達手段も用意してい
ない」は 223 施設であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．12 要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「ホームページ」、「テレビ」、「ラジオ」、「ホワイトボード」があ
った。 
中には、「ピクトグラム表示（館内案内）」、「タブレット端末（IPAD）」との回答があっ
た。 
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＜いずれの伝達手段も用意していない理由（Ｑ１－⑤）＞ 
a.要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段を用意していない理由を有するものの中に
は、「状況に応じて柔軟に対応する（16 件）」、「自治体が確保する（14 件）」、「高齢者のみ
のため特段の専門機器を必要としていない（3件）」という回答があった。 

b.伝達手段の用意に向けて準備を進めているものの中には、「検討中（18 件）」、「協議・調整
中（５件）」という回答があった。 
c.伝達手段の用意に向けて準備をしていないものの中には、「未検討、未着手（26 件）」、「自
治体との協定において特段の記載がない、自治体との特段の協議がない（14件）」、「今後の
課題（9件）」などの回答があった。 

 
表 3．2 いずれの伝達手段も用意していない理由 

いずれの手段も用意していない
回答例 

大分類 中分類 件数
a.用意していない理由
を有する 
 （33 件） 

①状況に応じて柔軟に
対応する 

16 件 ・その都度担当課と協議し対応する。
・災害対策本部にて対応する。 

 ②自治体が確保する 14 件 ・自治体が伝達する。 
・自治体職員が配置される。 

 ③高齢者のみのため特
段の専門機器を必要
としていない

3件 ・高齢者主体のため本人に直接伝える。

b.準備を進めている 
 （23 件） 

④検討中 18 件 ・どのようなツールを準備するか検討
中である。 
・マニュアルを作成と同時に伝達手段
を用意する。

 ⑤協議・調整中 5件 ・自治体と協議中。 
c.準備をしていない 
 （60 件） 

⑥未検討・未着手 26 件 ・特に用意していない。 
・避難スペースのみ提供している。

 ⑦自治体との協定にお
いて特段の記載がな
い、自治体との特段
の協議がない

14件 ・自治体から具体的な指示がない。 
・自治体と話し合っていない。 

 ⑧今後の課題 9件 ・今後検討する。 
 ⑨必要性を感じていな

い 
7 件 ・受け入れる要配慮者の特性を踏まえ

ると必要ない。 
 ⑩現行職員が可能な範

囲で対応する
2件 ・職員が直接伝達する。 

・平常時の体制で対応する。 
⑪人員不足 2 件 ・対応できる職員がいない。 

いずれの伝達手段も用意していない理由につい
て未回答等 

107 件 － 
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3.3発災後における対応 

（1）施設の受入れ対象者等 
ア．福祉避難所設置時に受入れる対象（Ｑ２） 
①単純集計 
福祉避難所設置時に受入れる対象として最も多かったのが「（要配慮者以外に）要配慮者
の家族、付き添い」であり、838施設であった。次いで「要配慮者のみ（698 施設）」、「（要
配慮者以外に）近隣住民等でやむを得ず避難してきた一般の避難者（505 施設）」の順であ
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３．13 福祉避難所設置時に受入れる対象（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「行政からの依頼に応じて受入れ」、「要配慮者と健常者を問わず
受入れ」があった。 
中には、「全て受入れた後に状況に応じて避難者を整理」、「独居老人を優先して受入れ」
との回答があった。 
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イ．災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成（Ｑ２－②） 
①単純集計 
災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成について最も多か
ったのが「今後作成予定」であり、507 施設であった。次いで「作成している（454 施設）」
であり、「作成していない（今後も予定なし）」は 188 施設であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 ３．14 災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成（n=1,251） 
 

その他主な回答として、「作成中」、「作成しているが見直しが必要」、「行政が作成したも
のを使用」があった。 
中には、「マニュアルはないが定期的な行動の確認を実施」という回答があった。 
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82
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②クロス集計 
「災害時の職員向けマニュアル（Q２―②）」に関して、「南海トラフ地震防災対策推進
地域内外」を分析軸としてクロス集計を行った。災害時の職員向けマニュアルを作成して
いる割合は、推進地域内が約 34％に対し、推進地域外は約 39%と、推進地域内に比べ、
災害時の職員向けマニュアルを作成している割合が高い結果となった。 

241(38.6%)

209(34.3%)

243(38.9%)

254(41.6%)

92(14.7%)

94(15.4%)

39(6.3%)
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Q2-② 災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成✕南海

トラフ防災対策推進地域内外

作成している 今後作成予定 作成していない その他 無回答
 

図 ３．15 災害時の職員向けマニュアルの作成（南海トラフ地震防災対策推進地域内外の別） 
 
 

同様に、「首都直下地震緊急対策区域内外」を分析軸としてクロス集計を行った。災害時
の職員向けマニュアルを作成している割合は、対策区域外が約 34％に対し、対策区域内は
約 46%と、対策区域内に比べ、災害時の職員向けマニュアルを作成している割合が高い結
果となった。 
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Q2-② 災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成✕首都

直下地震緊急対策区域内外

作成している 今後作成予定 作成していない その他 無回答
 

図 ３．16 災害時の職員向けマニュアルの作成（首都直下地震緊急対策区域内外の別） 
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また、「災害時の職員向けマニュアル（Q２―②）」に関して、「人口規模」を分析軸とし
てクロス集計を行った。災害時の職員向けマニュアルを作成している割合は、大都市が約
43%ともっとも多く、以降、人口規模が小さくなるにつれて、災害時の職員向けマニュア
ルを作成している割合も小さくなるという結果になった。 

78(42.9%)

67(37.2%)

86(36.8%)

162(37.2%)

57(28.1%)

69(37.9%)

70(38.9%)

101(43.2%)

177(40.7%)

80(39.4%)

12(6.6%)

29(16.1%)

27(11.5%)

65(14.9%)

53(26.1%)

21(11.5%)

10(5.6%)

16(6.8%)

25(5.7%)

9(4.4%)

2(1.1%)

4(2.2%)

4(1.7%)

6(1.4%)

4(2%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市[n=182]

中都市①[n=180]

中都市②[n=234]

小都市[n=435]

町村[n=203]

Q2-② 災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアル等の作成✕人口区分

作成している 今後作成予定 作成していない その他 無回答
 

図 ３．17 災害時の職員向けマニュアルの作成（人口規模の別） 
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参考資料２：福祉避難所を運営する際の課題 

Ｑ３福祉避難所を運営する際の課題についての意見・提案は主に、「受入れ体制に関する意見・
提案」、「物資に関する意見・提案」、「訓練・研修に関する意見・提案」の 3 つに分類される。
各分類の件数を以下に示す。 
 
 
福祉避難所を運営する際の課題についての

意見・提案 回答例 
分類 件数

a.受入れ体制等に関する意見・提案 12 件 ・職員が不足する。 
・マニュアル等の運用面に関する対策を実施する
必要がある。 
・受入れた要配慮者に対する支援内容・範囲を明
確にする必要がある。 
・受入れる予定の避難者に関する情報を事前に把
握する必要がある。

b.物資に関する意見・提案 ４件 ・長期間を想定した水・食糧等の備蓄が必要であ
る。 
・災害時の介護用品等の確保が重要となる。 
・市県域を超えた調達ルートの確立が必要である。

c.訓練・研修に関する意見・提案 12 件 ・受入れ訓練を行う重要性を感じている。 
・市と連携した開設訓練を経験することができて
良かった。 
・年 1 回以上、避難所開設に必要な研修や訓練の
指導等をして頂きたい。 
・市内の福祉避難所の連携を円滑に進めるための
連絡会（意見交換ができるような場）があると
良い。 
・地元ボランティアとの連携に関する訓練が必要
である。

 
「福祉避難所を運営する際の課題」に関する詳細な内容は、別紙参照 
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参考資料3：福祉避難所の運営等に関する自治体の取組実例集 

電話調査、訪問調査により提供頂いた福祉避難所の運営等に関する自治体の取組の実例（協定
書、報告様式、マニュアル等）を整理した。 

 

1．青森県青森市 
（1）平成 26年度青森市総合防災訓練実施要領 
（2）青森市福祉避難所の設置・運営に関する社会福祉施設等アンケート調査様式 
（3）福祉避難所の確保に関する協定締結に係る意向確認書 
（4）福祉避難所の確保に関する協定書 

 
2．千葉県浦安市 
（1）福祉避難所設置・運営に関するマニュアル（H26.4） 
（2）浦安市福祉避難所協定の概要および手続きについて（H26.5） 
（3）災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
（4）災害時における要援護者の介護支援に関する協定書 
（5）災害時における福祉用具等の供給に関する協定書 
（6）浦安市福祉避難所における物資等購入補助金交付要綱 

 
3．石川県輪島市 
（1）福祉避難所設置・運営マニュアル（H26.10） 
（2）（高・障）災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
（3）（妊・乳）災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
（4）災害時における物資供給及び貸与に関する協定書 

 
4．大分県大分市 
（1）福祉避難所の開設準備に関する依頼・報告様式 
（2）災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等に受入れることに関する協定書 
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1． 青森県青森市 
（1）平成 26年度青森市総合防災訓練実施要領 
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（2）青森市福祉避難所の設置・運営に関する社会福祉施設等アンケート調査様式 
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（3）「福祉避難所の確保に関する協定」締結に係る意向確認書 
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（4）福祉避難所の確保に関する協定書 
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2． 千葉県浦安市 
（1）福祉避難所設置・運営に関するマニュアル（H26.4） 
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（2）浦安市福祉避難所協定の概要および手続きについて（H26.5） 
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（3）災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
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（4）災害時における要援護者の介護支援に関する協定書 
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（5）災害時における福祉用具等の供給に関する協定書 
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（6）浦安市福祉避難所における物資等購入補助金交付要綱 
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3．石川県輪島市 
（1）福祉避難所設置・運営マニュアル（H26.10） 
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（2）（高・障）災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
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（3）（妊・乳）災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 
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（4）災害時における物資供給及び貸与に関する協定書 
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4． 大分県大分市 
（1）福祉避難所の開設準備に関する依頼・報告様式 
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（2）災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等に受入れることに関する協定書 
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 別紙  
 

福祉避難所を運営する際の課題 
 
 
１．受入れ体制等に関する意見・提案 
 
・ 行政との協定内容では避難スペースの提供となっているが、現実には、避難者の介護や支援
が必要となり、そのための人材が不足すると考えられる。職員も被災する可能性があることを
考えると、現に入所している方へのサービスの提供に加え、新たな被災者を受入れることがで
きるのかという課題がある。人的応援体制の仕組みについて、市区町村単位では困難と考えら
れるため、もっと大きな単位（県内外を問わず）での仕組み作りが必要である。 

・ 通所施設では、平日の昼間に発災した場合は職員を確保できるものの、夜間や休日の場合、
遠方の職員がかけつけることができるかどうか不明であり、その場合の対応について検討が必
要である。 

・ これまで受入れ体験がないため、どの程度支援したらよいのかわからず、また、当施設の職
員に過大な負担となって共倒れするおそれがある。受入れ疑似体験の実施や、災害時の管理・
運営等に関する職員向けマニュアルが必要である。 

・ 福祉避難所として開設した場合、受入れた要配慮者に対して、どこまで支援を行うか範囲が
明確でない。また、福祉避難所として開設する場合には、既存の建物を使用できることが必須
であるが、災害後、建物を継続して使用出来るかどうかの判断を施設側が行うのであれば、仮
にその後倒壊等が起こった時の責任（ケガを負った場合等）を明確にすることが必要である。 

・ 福祉避難所への避難者の振り分けについて、、外部者の協力も含め、誰が振り分けをするの
か明確にしておく必要がある。難病患者、障がい者や乳幼児、妊産婦等については、市区町村
域を超えた区域での対応を検討することが必要である。 

・ 深夜や早朝などに災害が発生した場合には、施設の状況確認も含めて、福祉避難所の開設を
限られた人員で行わなければならない可能性がある。このため、いくつかの地区に分けた上で、
優先的に開設する施設を決めておく等の事前の取り決めが必要である。 

・ 災害発生時に被災者を選んで受入れることは難しく、福祉避難所に地域住民の方も避難する
と予想されるため、施設職員がある程度誘導しながら、住民と協力していくことが必要である。 

・ 要援護者の情報について、行政が事前に個人情報を開示しないため、受入れ予定の職員は不
安を持つことになる。どのような支援が必要な方がいるのか、性別、年令等の情報について事
前に提供を受けることが必要であり、これにより、平常時から訪問・交流し、安心して避難し
ていただくことが可能となると考える。 

・ 避難者である要配慮者の情報について、市区町村からの受入れ要請後、実際に受入れを行う
までに基本的な情報を可能な範囲で提供を受けることが必要である。 

・ 要援護者について、入所前の状況把握が必要となるため、避難所への入所の申し込み時に、
自己申告書カードを作成して情報伝達を図ることが必要である。 

・ 福祉避難所を運営していく中で他の事業所との連携が必要である。協議会的な集まりを行い、
顔の見える関係を作って、災害への対応について協議していくことが必要である。 

 
・ 福祉避難所に指定されていない障害者施設とも連携が必要である。近隣の未指定の障害者施
設があるときは、施設間で連携をとりながらより多くの要配慮者に避難してもらえるよう話し
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合いや取り決めが必要である。 
 
２．物資に関する意見・提案 
 
・ 食料や紙オムツ等が不足するおそれがあるため、平時より供給の仕組みについて検討する必
要がある。 

・ 長期間を想定した際、飲食材料の備蓄が心配であり、現在入所者＋１０名程度が３日間困ら
ない程度の非常食を備畜する必要がある。 

・ 東日本大震災のような広域災害が発生した場合、電力、迎車やスタッフが出勤する為のガソ
リン、行政や要避難者との連絡のための通信手段の確保が必要である。 

・ 福祉避難所には、災害時に立場の弱い人たちを受入れることになるため、生活に最低限必要
な機器等（洗濯機等）を用意しておく必要がある。 

・ 福祉避難所では、避難者が必要とする介護用品等の確保が重要になるが、災害が広範に及び
物流などが滞った場合には入手が困難になるので、備蓄しておくことほか、市、県域を超えた
ルートの確立等が必要である。 

・ 障害者の個別的配慮のため、遮蔽スペース確保やマット等の備品の充実が必要である。 
・ 冬期は降雪が多い地域では、暖房についても検討が必要である。 
・ 物資を保管するための倉庫が必要である。 
 
３．訓練・研修に関する意見・提案 
 
・ 事前の受入れ訓練等を行うことが重要である。 
・ 避難所運営に対するシミュレーションを、繰り返し継続的に行う必要がある。（振り返りの
機会が重要である。） 

・ 被災直後の動きとして、救助、保護、家族への引き渡し等が効率的かつ安全な対応が出来る
よう、常に訓練が必要である。 

・ 福祉避難所としての機能を生かすため、年に１回以上、避難所に必要な研修や、訓練につい
て指導が必要である。 

・ 一般の避難訓練は行っているが、福祉避難所としての訓練はできておらず、市内の複数の指
定福祉避難所との連携や情報共有を行うため、連絡会等が必要である。 

・ 職員の意識を高めるとともに、住民や地元ボランティアを含めた研修を行うことが必要であ
る。 
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